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参考資料1

平成 16年 度奈 良県食 品衛生監視指導 計画 に基 づ く監視 指導結 果 につ いて

食品衛生法第 24条 第 1項 の規定により定めた平成 16年 度奈良県食品衛生監視指卓計画に基づく監視指
卓の実施結果について下記のとお り概要を取 りまとめま したので公表 します.

1 監 視指導体制及び監視指卓対象施設について
食品衛生法第 30条 第 1項 に規定する食品衛生監視員、と畜場法第 19条 第 1項 に規定すると畜検査員

及び食鳥処理の事業の規定及び食鳥検査に関する法律第 39条 第 1項 に規定する食鳥検査員の任命 ・指定
状況については、表 1の とお りです。また、食品に係る試験検査体制の状況及び各保健所別監視指導対象
施設の状況については、表 2及 び表 3の とお りです。

1 生 ・と の

実施機関 担 当課 担 当係 食品衛生監視員 食鳥検査員 と畜検 査

郡山保健所 街生課 食 品御生係

獣疫衛 i係

5名 3名

葛城保健所 生活衛生課 食品衛生係

獣疫生活衛生係

5名 2名

桜井保健所 衛生課 食品衛生係

獣疫衛生係

6名 2名

青野保控所 衛生課 食品衛生係

獣疫生活衛生係

3 名 1名

内吉野保健所 衛生課 衛生係 5名

(内4名 兼務)

1名 (兼務)

保 健  所 24名

r内 4ゑ 詣落 ヽ

9名

r内 1名 羊落 ゝ

食品衛々検査所 FF場

食品検査課

食品検査係 4名

食肉検査課 13名 (兼務) 13名 (兼務)

7名 (嘱Ht)

13名 (兼務)

表 2 食 品に係る試験検査体市1の状況

実施機関 担■課等 試験検査の実施内容

保健環境研究センター 食品化学チーム

生活化学チーム

食品添加物、残留農案 ・動物用医薬品等の理化学校査等

ウイルステーム

細菌チーム

食中毒菌、ウイルス等の微生物検査等

食品街生検査所 食肉検査課 食肉中の微生物及び動物用医薬品の検査等

市場食品検査課 食品添加物等の理化学検査及び食中毒菌等の微生物検奈等

桜井保健所 検査諜 食中毒菌等の微生物検査等

表 3 各 保健所別監視指導対象施設の状況

実 施 機 関 食 品 筒 生 法 関

係

施 設 数 食 鳥 処 理 法 関 1 系 施 設 教

郡 口1 供健 所 : 「i l 5,470

( 小規 模 認 走 )

15

14)出 5 487

葛 城 保 健 所 1 可 3 867

( 小畑 権 認 庁 )

10

10)用 出 2 286

桜 井 保 健 所 許 可 4.848

( 小規 模 認 定 )

1 1

1 1||| 4 442

占野 保 健 所 1 可 1 400

小 押 樟 課 庁 )

４

　

４i ll 1 166

「杓 よf寧「十呆像塾ll子 許 可 1.020

( 小 押 性 認 十 ))S出 1 126

合 計 言i nl 161605

( 小 紳 梅 誤 官 )

1 1 1

( 4 2 )届 出 14507



2  監 祝指導結果について
(1)食 品等事業者に対する監視指導の実施状 /L

食品衛41法第 30条 第 2項 の規定に基づき表 3の対象施設 (許可施設 :16, 6 0 5施 設、眉出施設
:14, 5 0 7施 設)に 対する立入検杏の実施状況は、表 4-1及 び表4-2の とお りです。
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(2)と 畜検査の実施状況
と畜場法第 14条 の規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査の実施状況については、表 5の とお り

です。

表 5 と 畜検査の実施状況

ト
牛 と

く

馬 豚 め
ん
羊

山

羊 合  計

肉用 平L用 小 計

平
成

１
６
年
度

検査頭数 2,855 1,132 3,987 4 1 5,914 5 0 9,911

処

へ
禁 止

刀
状
況

全部廃棄 ′０ 12

一部廃栞 2,135 4 1 5,687 4 7,831

※ 「とく|と は、生後 1歳未満の子牛

(3)BSEス クリーエング検査の実施状況
牛れ綿状脳症対策特別措置法第 7条 の規定に基づ くと畜場における牛海綿状舶症に係る検査の実施状

況については、表 6の とお りです.

表 6 BSEス クリーニング検査の実施状況

生後 30ヶ lltt L

生後 30ヶ 月末満

合 計生後 30ヶ 月未満
生後 21ヶ 月以 L

生後 21ヶ 月未満

平
成

１
６
年

検査頭枚 2 ,  4 9 4 1 ,  3 6 5 1 3 2 3 ,  9 9 1

B S E 陽 性 1 0 0 l

B S Ett t 2 ,  4 9 1 1 1 ,  3 6 5 1 , 2 3 ,  9 9 0

※ BSE陽 性げ)lE認試験は国が笑施



( 4 )食 鳥検査の実施状況
食鳥処理!の事業の規制及び食烏検査に関する法律第 15条 の規定に基づく食 烏検査の実施状//Lについ

ては、表 7の とお りです.

表 7 食 烏検査の実施状況

種類 ブロイラー (特殊鶏) 成    鶏

平
成

１
６
年
度

検査羽数 1 6 ,  3 4 1 5 5 8 ,  6 0 9

処 解体禁 IL 2 3 1 ,  8 5 8

刀
状
況

全部廃栞 2 3 ,  6 3 4

一部廃棄 7 3 , 4 6 8

※大規模食鳥処理施設における検査数



( 5 )食 品等の収去検査の実施状況
食品待41法第 28条 の規定に基づき実施 した収去検査の実施状1/Lについては、表 8の とお りです。
また、汚 tt食品の排除、食中毒発生の末然防止対策を図るため、流通食品の細菌汚染実態を把握する

日的で実施 した食中毒菌汚染実態調査結果については、表 9の とお りです。

食鳥内 食 内製品等

水菓 ア イスクリーム類等

菓子類及び生あん

食品添加物 調 味料

みそ等

缶詰  瓶 詰 ff品

卵 (lF卵を含Fす)

品衛生法第 11条 により 厚 生労働 大巨により定められたもの.成 分規格 と使用基準について、合

才ザFい 1)のを販売等 してはなと,ないとされている.

見“=■ |||lil l担 格基準型の保健機能食品である栄養機能食品がその規格を満た しているかの検査=

※以 にが適合 しない場合は 法 違反 とな りますⅢ

髄 也規上J!仁__二i丁丁1史品衛生法に,i 成 分規格等tr)|ぅれていないが 追 知寺により規制値を定め',れている項 日.(食 品
中′)1'Cい、魚介類の水銀)

躙 1哀i旨導ズ悼|1骨ri!軽11辞桜粋腎iitil十11:!t'業鮒肝と
｀
Tを茎納ケ!|!;塩結だ置(粧十1査縫科卓

要, H Iを にい 指 導 しているI「F  t t  t衛生規範で通知 されているもげ)を 阜 独自に基準を厳 しく設定 し

ているモ)の| )ある. )
|その他       ■ 1 1記l t 'ら れたI質日以外に モ) l l  i 千々「い 業 者指導ブ)つ としている



の大腸菌、サルモネラ菌、暢管出

品の汚染の実態の検奈を行いました.

(6 )農 産物等モニタリング検査について
奈良県産の農産物等を対象として残留有害物質モニタリング検査の実施状況については、表 10の と

おりです。

( 7 )不 良食品の発生状況について
食品衛生法第 6条 、第 11条 、第 19条 及び第 20条 の規定による不良食品の発生状況については、

表 1 1 の とお りです。

成分規格
(残啓農薬)



(8)一 斉取締 りの実施について
厚■労働省が示す方針を路まえて行つた、

設に対する監視、食品の検査を行いました,
食品、添加物の食品一訴取締 り (夏期、年末)と して、
結果については表 12の とお りです。

施

奈良県下 5カ所の保健所 (葛城、桜井、郡山、占野、内吉野)の 食品衛生監視員により、観光地を中
心に食品衛生許可施設には、2, 768施 設、届出施設 1, 150施 設に対 して立ち入 り調査を行いま
した。
施設に対して 19件 の指導を行い、また、生産品などの表示達反の発見にも努め、42件 の表示達反

に対 し指導を行いま した。結果については表 13の とお りです。

4 食 中毒の発i状 況について
平成 16年 度の食中毒発生状況の概要は、表
また、食中毒関連調査 として実施 した細菌 ・

表 14 食 中毒の発々状況

1 4の とおりです。
ウイルス検査の実施状ルとは、表 15の とおりです。

No 発 生 月 日 保健所 原因施設 摂A古党 を言笠 原囚物 措 置

1 4/13 郡 山 飲食店 1般 と 37 ルウイルス 営米停 卜(2日 間)

2 7/26 葛 城 給食施設 怖FI 175 40 エルシニT エンテ,コサ子力0 8 提供 向粛 (3H問 )

3 8 /  9 郡 |11 飲企は lH! ,そi! : 14 5 腸炎ビデ‖オ 営業停 卜(2日 間)

4 8 / 1 0 桜 井 給食施設|キ1難よ|―ナ 121 H易炎ヒ
Sフ`

サオ 提供白粛 (4日 間)

tう ぷ/ 1 3 葛城 飲食店 ■性質: 50 ′０ 丹易炎ビデ)オ(03K6) 営業停 L(3日 間)

6 9 /  6 葛城 某十製造業 Ⅲケ 11577 157 サルモイラCERRO(018) 営業停 !L(6日 間)

7 9 /  7 郡 111 飲食店 ヤ億,1卜予ケ 8 不 明 営業停 L(2日 間)

8 9/26 亨〒早予 飲食店 1岐 よに」!巳
‐

明 54 病原大腸菌 0126 営業停 卜(4日 間)
′、=

8 374



1 5 に才Si ル ス σ)

月 女 検体数

合 計

検 杏

項 目数

食中毒原因商等

郡 山 H C 葛城 HC 桜井 HC 吉野 HC 内吉野 H C

4 月 ′
０ ″０

う
と

力
“ ブ,,イルス(G I )検 出

5 月 1 1 2 力
中 1 1 274

6月 13 2 2 17 89

7 月 1 2 3 今
を

8月 今
“ 180 280 ｎ

ン エルンニ7エンテ,コリチ″検出

腸炎ビフ
(サ

オ検出 (3件 )

9月 39 7 259 827 サルモネラcc■o検 出

病原大腸菌 0126検出

1 0 月 50 50 191

1 1 月 46 1 47 100

12月 3 1 1 40 191

1月 1 今
“ 147 Ｚ

ｕ

2月 9 30 2 41 279

3月 5 5
Ｏ
ｚ

合  計 237 450 257 今
４ 1 1 1、037 3A934

申
岬 き取 り及び検便等 む。また、県外からの調査依頼分を

( 施設 別 ) の 発 生 状 況 ( 過 去 5 年 及 び 1 6 年 度 )鉤韓

※ 奈 良 市 を 含 む
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し
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造

所

販
売

店

男

飲
食
店
設

旅
館
　
施

病
院

学
校

事
務

所

家
庭

不
明

施 設 不

明

家
庭

事
務
所

学
校

病
院

旅
館

飲
食
店

販
売
店

製
造
所

仕
出
し
屋

行

商
採
取
場
所

そ
の
他

（一
ユ引

平 成 1 1 ～ 1 5 年 度 9 10 0 5 2 3 25 0 0 10 0 0 4 68

平 成 1 6 年 度 0 0 0 0 0 1 5 0 2 3 0 0 3 14



原因 不

明
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ

芸

色

フ

ト

ゥ

球

産

サ

ル
モ
ネ
ラ

病

原
大

暢
菌

カ

ン
ピ

ロ
バ

ク
タ

一

セ

レ

ウ

ス
菌

ボ

ツ

リ

ヌ

ス
菌

ゥ

エ

ル

シ

ュ
産

エ

ル

シ

エ

ア

す

グ

ビ

ツ

リ

オ

そ

α

化

α
紳

陛

メ

タ

ノ

一

几

化

学

核

質

ウ
イ

ル

ス

い
物

性

自

然

切
物

性

自

然

毒

お

合

た

染

〈口
一副

平成 11～ 15年 た 5 2 6 1 0 1 C C C C C 1 1 0 0 C 68

平成16年 度 2 1 1 1 1 1 2

食中毒 (原因物質別)の 発生状況 (過去5年 及び 16年 度)

※奈良市を含む

釣

25

験
倍

5

0

4  食 品衛上に係る講習会等の開催状況について
食品街生法第 3条 第 1項 において、食品等事業者 自らが、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技

術の習得等が求められていることを路まえ、各保健所が実施 した各種講習会の開催状況については、表 1
6の とお りです。また、食品衛生責任者の表成状況については、表 17の とお りです。

表 17 食 品街生責任者の養成状FIL(認定者含むi)

混
合

汚
業

動
物

性
自

然
毒

植
物
性
自

然

ウ
イ

ル

ス

化
学
物
質

メ
タ

ノ
ー

ル

そ

の
他

の
細
菌

ナ
グ
ビ
ヴ

リ
オ

エ
ル
シ

ニ
ア

　

　

因

ウ
エ
■
ン
ュ
菌
　

原

ボ

ツ
リ

ヌ
ス
菌

セ

レ
ウ

ス
菌

カ

ン
ピ

ロ
パ
ク
タ
ー

病

原
大
楊

菌

サ

ル

モ
ネ

ラ

黄
色

ブ
ド
ウ
球
菌

腸
炎
ビ

ブ
リ
オ

不
明

口判戎16勺 章

日新姉 1 ～1 5 犠

表 16 食 品街生に係る講習会の開催状況

講習内容 対象者別 開催数 参加人数

O食 中毒の予防対策について
0食 品衛生について
0食 品表示について
0食 品添加物について
⑤健康食品について
0食 の安全 ・安心について
0衛 生課の業務年について
0食 rTl衛′十1責任者話習会

消費者 9 5 2 1

事業者 ・給食関係者等 7 8 3 , 0 7 9

学  i b 2 3 0

々 、
言十 9 2 3 ,  8 3 0

実施管内 受 講者数

H 1 6 4 1～ H 1 7 3 3 1

延 べ受 講 者 教 誌 HIL看牧

H1641べ ,H17331

延べ認証千数

郡 | 1 1保健 所 管 内 1 2 2 6 ,  3 2 6 1 0 9 6 6 6

葛城保ltr所管内 2 2 7 7 、 0 8 7 9 7 6 思 6

桜ナ1保健所管内 2 2 t 3 8 ,  8 6 6 8 7 6 4 6

占町保健所管内 2 1 ) と、 9 7 5 1 7 1 4 1 '

内キ野保健所管内 0 1 .  5 9 ( ) 2 6 1 ) 7

奈史 「保健所管内 2 t , 7 1 4 ,  1 3 0 1 7 2 1  2 6 9

合  計 思 〔) 岩 3 9 ,  9 7 ■ 5 0 8 3 ,  5 0 7



6  食 品関連の相談状況について
奈良県食品 ・生活相談センター、

られた食品関連の相談状況は、表 1

表 18-1 食 品関連の相談状況

食の安全 ・消費生活相談窓日及び各保健所の食の安全相談窓日に寄せ
8-1 の とお りで食品分績別状況は、表 18-2の とお りです。

年  月 盛み妄基T悩馨と落名譲基ビ 餐の姿今相擦窓啓
平成 16年  4月 34件 2 5件

平成 16年  5月 24件 27件

平成 16年  6月 35件 18件

平成 16年  7月 43件 21件

平成 16年  8月 2 1件 13件

平成 16年  9月 35件 1 7件

平成 16年 10月 33件 811:

平成 16年 11月 33件 9 件

平成 16年 12月 28件 9 件

平成 17年  1月 24件 15件

平成 17年  2月 27件 13件

平成 17年  3月 25件 5 件

計 362件 1 8 0 件

合計 5 4 2件

7 表 彰の実施状況について

衛仁管理状況が ‐定水準以上である優良な施設年について、各保健所が実施 した表彰の実績は、表 19

の とお り
~で・Ⅲ.

1 9 の 実

表彰区分 表彰実績 (保健所別) i十

郁 山 葛城 桜 井 古野 内吉野 奈良市

厚生労働大臣去彰 食品街生優良施設 1 1

l 1 1 3

調理師関係功労 2

知事表彰 食品衛■優良施設 1 1 1 3

企品衛生功労 5 n 3 1 1 晶 1 6

調F足師「H係 功労 2

所長表彰 食品衛■優良施設 6 9 6 1 0 4 3 5

F _‐「F, ,衛ni功労 1 0 4 4 1 8

合      計 2 2 1 3 1 5 1 2 t , 5 7 6

( 8 0 ) i

xttF担師 関係功労 を



8  食 品衛生指導虫による食品衛生巡回指導実施状況について

社同法人奈良県食品街生協会の事業として実施 した食品衛生指導虫による自主的街生管現の向上を日的
とした巡回指導及び助言精卓の実施状況は、表 20の とお りです。

表 20 食 品衛生指導員の巡回精卓実施状況

管  内 郡 山

保健所

葛 城

保健所

桜 井

保健所

占 野

保健所

内吉野

保健所

奈良市

保健所

計

平

１

６

年

度

食品街生指導員数

(平成 16年度新規委嘱者)

176

( 3 1 )

100

( 5 )

109

( 1 3 )

6 9

( 9 )

48

( 3 )

55

( 8 )
５５７
の

活動食品衛生指導員数 91 107 64 47 46

活動延 日数 2,586 1,920 2,765 1,394 1,049 470 10,184

指導指卓施設数 9,368 4,688 6,329 3,247 2,763 1,568 27,963



参考資料2
奈良安心農産物提供事業 (奈良県産情報開示農産物の表示制度)の 実施状況について

H1776  農 林部農業水産振興課

1奈 良県産情報開示農産物の表示制度とは

奈良県で生産された農産物に対する県民の信頼性の向上と、環境にやさしい農業の発展を図るた

めに創設された制度 (H1728施 行)。県の認定 した確認機関が県内の生産者 ・生産者団体を登録 し、

現地調査や生産履歴 (農薬や肥料等の使用状況)の 検査によって、農産物が適正に栽培されている

か確認 し、「奈良県産情報開示農産物」という表示を承認するとともに、消費者等の請求に応 じて

生産に関する情報を開示。

県は、必要に応 じて残留農薬分析や確認機関に対 し検査を行い、学識経験者や消費者等で構成さ

れる委員会の審査や協議に基づいて、確認機関を認定 ・指導 ・指示することで、制度の透明性と信

頼性を確保。

2実 施状況

1)H153～  字 識経験者、消費者、生産者、流通関係者等で構成され

る会議等によって、制度の仕組みについて協議

2)H172 8 奈 良県産情報開示農産物の表示に関する要綱 ・要領の施行

確認機関の募集

3) 426 委 員会を開催 し、確認機関としての適正について審査

4) 525 2団 体を確認機関として認定

3団 体の概要

有限会社西吉野産直組合 吉野川 (紀ノ川)エ コネット協議会

所在地 吉野郡西吉野村 五條市霊安寺町

代表者名 岡崎頼助 王隠堂 誠 海

生産履歴の取 り組み 平成16年からパソコンで管理 平成10年から記帳を開始

構成員 組合員 (生産者)31名 ・奈良県、和歌山県、三重県の生産者
で構成。奈良県内の約100名が取 り

組む

取扱農産物 柿、梅 柿、梅、ホウレンソウ、 コマツナ等

4今 後の取 り組み

1)制度の普及 ・推進

・化学肥料 ・農薬の使用量については削減値を設けないことで (適正使用、慣行で可)、多 くの農

産物について安全性 信 頼性を確保

・HPの 活用、パンフレットの配布等によって、消費者 ,生産者へ PR

生産者へ広 く普及させるため、確認機関を拡大

2)制度の透明 ,適正な運営

確認機関への立入検査、残留農案分析の実施、第三者委員会による結果の検討

奈良県産情報開示農産物

生産者 奈段〇〇出荷組合  室 長3号

情報開示にはするお問い合わせ先
泣辺鞭円 奈震00出 荷ほコ会

遠 揺 完 いは,クロ中v naraOOル

表示票の例



森良県麓

情報開示農産物
の表示制度について

奈良県農林部



平成lF手2月からスター トしました

奈良県で生産された農産物に対する消費者の信頼性の向上と、環境に優しい農業の発展

を図るために創設された制度です。県の認定した確認機関が県内の生産者 ・生産者団体を

登録し、現地調査や生産履歴 (農薬や肥料等の使用状況)の 検査によって、農産物が適正

に栽培されているか確認し、

奈景黒産情報開示農産物

という表示を承認するとともに、消費者等の請求に応 じて生産に関する情報を開示します3

‐O安 全な資材のみを使用 し、農栗使用基準を守って

〇生産履歴を記帳 して

①環境に優 しい取組みを行つて

県の認定した確認機関が適正であると認めた後

農産物に

■!■t■■十■千享モIⅢ

のマークを付けて出荷 して

確認機関をとおして、生産情報を開示します

まず、いつ、だれが、どこで、どのように生産したかを開示します。さらに、より詳紳な

情報開示の請求があった場合に、具体的な農菜や肥料等の使用についての情報を開示します.

また、農栗残留超過等が発生した場合には、生産履歴記帳停が原因究明や再発防止に役立て

られます.
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対象となる農産物は

県内で生産された米、麦、豆類、茶等の乾燥調製された農産物と、野菜、果実でカロエし

ていない農産物ですc

申請できる人 (団体)は

県内に在住する生産者、または県内に在住する生産者で組織している団体ですが、予め、

確認機関による申請受付の諒解が必要です。

確認機関の条件は、次のとおりです。

(1)県内に事務所を有すること

(2)業務を行お うとする地域の農業に精通し、技術的な指導が可能な団体であること

(3)確認機関としての体持Jが整備されていること

(4)確認機関の長又は業務の責任者が、知事の主催する講習会等を受話すること

本制度の表示冥 と、国のガイ ドラインによる表示等を併せて表示することができます。

農林水産省ガイ ドラインによる表示

特5け栽培農産物  ‐  そ

化学飼緩  !奈 良地域比7害町減 (使用回抜)

十ヒ学 lP料 f栽 培期間中不使用    |

栽者責任者  祭 良00出 荷組合

住   所  奈 良市□口

連 絡  先  ]EL 0742-□ローこ□

確認責任者  奈 良00出 荷協議会

住   所  奈 良市Δ▲

連 絡  先  ],10742-▲ △―△▲

(農薬等資席状況)
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農 業 水 産 振 興 課

北部農林振興事務所

中部農林振興事務所

東部農林振興事務所

南部農林振興事務所

環 境 係

農ホ普及課

農業普及課

農林普及課

農業普及課

農業普及課

農業普及課

0742-27-7442

0743-65-1315

0743-56-1600

0745-52-6128

0744-42-2088

0745-82-3248

07472-4-0131



有楼登録認定楼関の県内設置について

①趣旨
・県内に有機農業の認定を行う農水大臣認可の登録認定機関がなかったため、生産者は他府県に所

在する機関を利用

・環境に優 しい農業推進の一環として、有機農業に取 り組む県内生産者 ・団体の認定が円滑に進む

ように、有機農業の登録認定機関の県内設置

○経過

,(社)県 植物防疫協会に設置を依頼 し、県が立上り経費を負担する等の条件で同意 (H169)

・登録申請 (H169)、国による登録認定 (H1612)

①機関の体制

県農林部所管の公益法人 (社)県 植物防疫協会

・検査 ・判定体制 :県職OBで 検査員 3名 、判定員 1名 (事務局員)

・判定の公平性、客観性を確保するため第3者 による判定委員会を設置

①認定状況 (H176)

3団 体、関係農家13戸

MOA自然農法吉野普及会(9戸)、自銀オーガニック(3戸)、吉野川 (紀ノ川)エ コネット6(1戸)

[参考]

奈良県の有機農家状況

生産行程管理者は23件 (団体13、個人10)、関係農家83戸 (全国では4,664戸 H173末 )

県外の認定機関により認定 (団体が属する全国組織の機関が大部分)

主な品目 :米、 トマ ト、キュウリ、ほうれん草、軟弱野菜、柿、茶等

○その他

改正JAS法 の施行 (H176公布、H183施 行予定)

1)既存の認定が取り消 しになり、新たな申請が必要

①登録認定機関 一 本県の場合、本来 5年 間の有効期間が 1年 に減

②生産行程管理人一   〃    生 産者は2年 連続の新規申請となり、負担増

2)登録免許税が新たに導入され、初年度、登録免許税 (15万円)十 手数料 (未定 前 回は96万 円)

の負担が必要



参考資料3

【共通課題 】

食品に残留する農薬等に関するポジティブリス ト制度の導入について

( 経孫キ)

平 成 1 5 年  5 月  :  食 品衛■法 等 の一 部 を改 [ に

◎ ポ ジテ ィブ リス ト制度 :

残留基準が制定されていない農薬等が一定量以上含まれる

食品の流通を原則禁止する制度

平成 1 7年  6月  :  食 品に残留する農薬等に関するポジティブ リス ト制度における一律

基準 ・暫定基準 ・対象外物質の設定 (最終突)年 についてパブ リッ

クコメン ト実施中

平成 1 8年  5月  i  法 施行予定

一律基準  :「 人の健康を損なうおそれがない量」を定める。
O. 01ppm

暫 定 基 準  :食 品の成分 に係 る規格 と して、暫定的 に農夫等 の食 品 (約 1 3 0

種類の農産物 牛 肉 魚 など)に 残留する量の限度を定める。

対 象外 物質 :「人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質Jを 定める。

現在の残留基準

2 4 6農 案

3 1動 物用医薬品

新 しく始まる残留基準

・714の 農薬 ・動物用医薬品 飼 料添加剤

(農作物 ・肉、卵などを対象とし、暫定基準

を設定 した農薬等)

・62の 農業 ・FIJ物用医薬品 ・試料添加剤

(残留基準が定め られているものであって、

暫定基準を設定 しなかった捜来年)

15の 農茉 ・動物用医夫品

(どの食『iからも検 出 してはいけない農楽

等)

以 L 791物 質

③加 「食品基準設定農楽等
・61の 農来 ・動物用医来占11

(来γl、植物油、小麦粉など加 11食占liが対象)

◎ ミネラルウォーター類米半 没定農楽

・34の 農来

頓



(今後の課題等 )

今ⅢIの改 il :により、 79 1成 分 (農薬 :5 7 9成 分 ・動物用医薬品 :2 4 1成 分 ・飼料添

加物 :1 9成 分 )の 残留基準 が設定 され、食品 ごとに残留基準が定め られていない農薬等 に

対 しては、一律基準が適用 され ることになる。

課題等

①一斉分析法等に対する県の検査体制の整備

②県産農 ・水

(参考 )

現行規制

畜産物の生産者に対する適正使用の周知 ・啓発

新規規制

ぜ

(イメージ図)
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